
日 曜日 時間帯 日 曜日 時間帯 日 曜日 時間帯 日 曜日 時間帯 日 曜日 時間帯 日 曜日 時間帯

金橋地区公民館 28日 火
9:00～
10:00

30日 火
9:00～
10:00

24日 火
9:00～
10:00

26日 火
9:00～
10:00

28日 火
9:00～
10:00

25日 火
9:00～
10:00

しらかし（北）
コミュニティセンター

28日 火
10:30～
11:30

30日 火
10:30～
11:30

24日 火
10:30～
11:30

26日 火
10:30～
11:30

28日 火
10:30～
11:30

25日 火
10:30～
11:30

菖蒲町第1自治会館 28日 火
13:30～
14:30

30日 火
13:30～
14:30

24日 火
13:30～
14:30

26日 火
13:30～
14:30

28日 火
13:30～
14:30

25日 火
13:30～
14:30

白橿地区公民館 28日 火
15:00～
16:00

30日 火
15:00～
16:00

24日 火
15:00～
16:00

26日 火
15:00～
16:00

28日 火
15:00～
16:00

25日 火
15:00～
16:00

八木地区公民館 29日 水
9:00～
10:00

31日 水
9:00～
10:00

25日 水
9:00～
10:00

27日 水
9:00～
10:00

29日 水
9:00～
10:00

26日 水
9:00～
10:00

香久山地区公民館 29日 水
10:30～
11:30

31日 水
10:30～
11:30

25日 水
10:30～
11:30

27日 水
10:30～
11:30

29日 水
10:30～
11:30

26日 水
10:30～
11:30

多地区公民館 29日 水
13:30～
14:30

31日 水
13:30～
14:30

25日 水
13:30～
14:30

27日 水
13:30～
14:30

29日 水
13:30～
14:30

26日 水
13:30～
14:30

耳成地区公民館 29日 水
15:00～
16:00

31日 水
15:00～
16:00

25日 水
15:00～
16:00

27日 水
15:00～
16:00

29日 水
15:00～
16:00

26日 水
15:00～
16:00

新沢地区公民館 30日 木
9:00～
10:00

25日 木
9:00～
10:00

26日 木
9:00～
10:00

28日 木
9:00～
10:00

30日 木
9:00～
10:00

27日 木
9:00～
10:00

耳成園集会所 30日 木
10:30～
11:30

25日 木
10:30～
11:30

26日 木
10:30～
11:30

28日 木
10:30～
11:30

30日 木
10:30～
11:30

27日 木
10:30～
11:30

畝傍地区公民館 30日 木
13:30～
14:30

25日 木
13:30～
14:30

26日 木
13:30～
14:30

28日 木
13:30～
14:30

30日 木
13:30～
14:30

27日 木
13:30～
14:30

鴨公地区公民館 30日 木
15:00～
16:00

25日 木
15:00～
16:00

26日 木
15:00～
16:00

28日 木
15:00～
16:00

30日 木
15:00～
16:00

27日 木
15:00～
16:00

真菅地区公民館 31日 金
9:00～
10:00

26日 金
9:00～
10:00

27日 金
9:00～
10:00

29日 金
9:00～
10:00

31日 金
9:00～
10:00

28日 金
9:00～
10:00

今井地区公民館 31日 金
10:30～
11:30

26日 金
10:30～
11:30

27日 金
10:30～
11:30

29日 金
10:30～
11:30

31日 金
10:30～
11:30

28日 金
10:30～
11:30

JAならけん真菅駅前出張
所

31日 金
13:30～
14:30

26日 金
13:30～
14:30

27日 金
13:30～
14:30

29日 金
13:30～
14:30

31日 金
13:30～
14:30

28日 金
13:30～
14:30

２カ月に1回 奇数月の
月末の同じ曜日・時間
帯に回収します

５月 ７月 ９月 １１月 　令7.１月 　令7.３月

●問い合わせ先

市環境政策課（廃食用油） ℡47-3511

市資源循環課（小型家電） ℡29-8086

廃食用油（使用済み食用油）

●家庭用で使われたものに限ります。

●市役所本庁舎北館の環境政策課でも回収してい

ます

令和６年度 廃食用油・小型家電 回収日程

使用済小型家電 回収ボックスを設置しています

①市役所本庁舎北館 ②市役所分庁舎

➂かしはら万葉ホール ④保健福祉センター

⑤クリーンセンターかしはら ⑥リサイクル館かしはら


